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岐阜市農地利用最適化推進委員 募集要項 
 

農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」という）の任期満了（令和８年７月 

１９日）に伴い、推進委員を募集します。 

 

１ 委員の定数・任期・職務・身分及び報酬 

 （１）定数  

３０人（下表のとおり区域ごとに募集定数を定める） 

地区 区域 定数 

第１地区 岩、芥見、三輪南、三輪北、藍川及び芥見東小学校区一円 ５人 

第２地区 木田、黒野、方県、七郷、西郷、合渡及び網代小学校区一円 ７人 

第３地区 長良、島、鷺山、則武、常磐、岩野田、長良西、早田、城西、

長良東及び岩野田北小学校区一円 

６人 

第４地区 本荘、三里、鶉、市橋、鏡島、且格及び柳津小学校区一円並び

に合渡小学校区の一部の区域 

７人 

第５地区 日野、長森南、長森北、茜部、厚見、長森西及び長森東小学校

区一円その他第1地区から第4地区までに掲げる以外の区域 

５人 

 （２）任期  

農業委員会が委嘱する日から令和１１年７月１９日まで 

 （３）職務 

   農地の権利移動や転用に係る許認可業務及び担い手への農地の集積・集約化、

遊休農地の発生防止・解消、新規就農の促進等に伴う現地での調査、指導及び監

視を中心とした農地利用の最適化の推進に係る業務 

  ※タブレット端末を使用します（全委員に貸与） 

  ※毎月10日以上の活動報告を求めます（１日あたりの時間は問いません） 

（４）身分  

岐阜市の非常勤の特別職職員 

（５）報酬  

月額：３５,１００円 （令和７年度実績） 

 

２ 募集の方法・期間・応募資格及び情報公開 

 （１）募集方法 

募集は、農業者や農業者が組織する団体等による推薦又は委員になろうとする

者本人からの応募により行います。 
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  ① 提出書類 

下記の該当様式の推薦申込書又は応募申込書に必要事項を記入し、提出してく

ださい。 

【様式第１号】農業者又は農業者が組織する団体その他の関係者が推薦する場合 

【様式第２号】推進委員になろうとする者本人が応募する場合      

② 提出方法  

    持参又は郵送（ファックス・電子メール等による申し込みはできません。） 

  ③ 提出先 

     農業委員会事務局（５ 問合わせ先を参照） 

 ④  申込書の入手方法 

      募集要項及び申込書の配布は、令和８年１月２１日（水）から令和８年２月 

２７日（金）まで提出先の窓口に備えるほか、岐阜市の公式ホームページからも

ダウンロードできます。 

≪ホームページ≫ https://www.city.gifu.lg.jp/ （ページ番号1019031）  

（２） 募集期間 

    令和８年２月２日(月)から令和８年２月２７日(金)まで【必着】 

    午前８時４５分から午後５時３０分まで（閉庁日を除く） 

 （３） 応募資格 

  ① 推薦を受け又は応募できるのは、次のいずれにも該当する者 

・農業に関する識見を有する者 

・岐阜市内の農業事情に詳しい者 

・農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属す 

る事項に関し、その職務を適切に行うことができる者 

  ②  次のいずれかに該当する者は推進委員になることはできません。  

    ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること 

がなくなるまでの者 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

第２条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 

・岐阜市職員 

（４） 情報公開 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１９条第２項の規定に

より、岐阜市のホームページ等を利用し、募集期間中及び募集期間終了後に必要事

項を公表します。（４ その他留意事項（５）を参照） 

 

https://www.city.gifu.lg.jp/
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３ 選考方法・選考結果通知・委嘱 

（１） 選考方法 

農業委員会総会において、推進委員候補者に関する審議を行い、合議により推進

委員を決定します。(必要に応じて面接等を行う場合があります。） 

 （２） 選考結果通知 

選考結果は、合否に関わらず、令和８年７月下旬（予定）までに、被推薦者及び

応募者全員に文書にて郵送通知します。 

（３） 任命 

農業委員会が推進委員を委嘱します。 

 

４ その他の留意事項 

（１） 推薦者は本要項の趣旨及び留意事項について、被推薦者に説明してください。 

（２） 合否について、電話等での問い合わせにはお答えしません。 

（３） 応募等に係る交通費等の経費は全て自己負担とします。 

（４） 提出された推薦申込書及び応募申込書は返却しません。 

（５） 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）第６条の

規定により、推薦申込書及び応募申込書に記載された被推薦者・推薦者・応募者

に関する事項は、住所、生年月日及び連絡先を除き、すべて公表の対象となりま

す。 

（６） 推薦又は応募により取得した個人情報については、保護・管理に十分留意する

とともに、選考以外の目的に使用することはありません。 

（７） 推進委員は、岐阜市農業委員会委員と兼務することはできません。 

 

５ 問合わせ先 

問 合 わ せ 先 所 在 地 電 話 番 号 

岐阜市農業委員会事務局 

〒500-8701 

岐阜市司町４０－１ 

岐阜市役所 庁舎13階 

(058)214-2073(直通) 

 

 

 


